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　高崎調停協会は土地、建物、金
銭、交通事故などをめぐる民事上
の争いや夫婦・親子関係、遺産相
続など家族関係のもめごとで困っ
ている人のために「調停手続きの
相談会」を開催します。
　相談は無料で、秘密は厳守しま
す。予約も不要ですので、お気軽

にご利用ください。
■日 9月21日（土）
■時 午前10時～午後3時30分
■場 高崎市総合福祉センター
　（高崎市末広町115－1）
相談員
裁判所の民事・家事調停委員およ
び弁護士

■￥ 無料
■問 高崎調停協会（前橋地方・家庭
裁判所高崎支部内）

（☎322－3541、☎内線1311・
1115）
※調停相談に関する問い合わせで
あることをお伝えください

くらし・手続 living・procedure
もめごとは調停相談会へ

令和6年10月分から児童手当制度が変わります

改正後の初回支給は令和6年12月(10・11月分)になります。

1．次の人は、対象拡充に伴う手続きは不要です
　ア）児童手当または特例給付の受給者で、高校生年代以下の児童と同居（住民票上同じ住所）の人
　　　➡高校生年代の児童がいる場合、手続きなしで支給額を変更して支給します。

2．次の人は対象拡充に伴う手続きが必要です。案内を発送します（9月上旬予定）
　ア）所得上限限度額超過により児童手当を受給していない、高校生年代以下の児童と同居（住民票上同じ住所）

の人
　イ）児童手当または特例給付を受給していない、高校生年代児童と同居（住民票上同じ住所）の人
　ウ）「年度末時点で19歳～22歳の同居（住民票上同じ住所）の子」を第3子以降加算のカウント対象とする人
　　　➡手続きにより支給または第3子以降分が増額されます。

3．次の人は、自身の申し出による手続きが必要です
　ア）所得上限限度額超過により児童手当を受給していない、高校生年代以下の児童と別居（住民票上別の住所）

の人
　イ）児童手当または特例給付を受給していない、高校生年代の児童と別居（住民票上別の住所）の人
　ウ）児童手当または特例給付の受給者で、高校生年代の児童と別居（住民票上別の住所）の人
　エ）「年度末時点で19歳～22歳の別居（住民票上別の住所）の子」を第3子以降加算のカウント対象とする人
　　　➡3のア～エの場合、市は確認できませんので申し出が必要です。下記、申請・問合せまでご連絡くだ
　　 　さい。手続きにより支給または増額されます。

■持 母子手帳、バスタオル、各種健康診査票、
子育て支援ノート、アンケート（4か月、1歳6
か月、3歳児）、当日尿（3歳児のみ）、仕上げ
磨き用歯ブラシ（1歳、1歳6か月、2歳、2歳
6か月、3歳児）

こども医療でんわ相談（☎♯8000）
　県は、夜間や休日におけるお子さんの病気への対処方法や、応急処置などを電話で相談できる「こども
医療でんわ相談（☎＃8000）」を実施しています。
○月～土曜日：午後6時～翌午前8時、日曜・祝日・年末年始：24時間受付

9～10月の乳幼児健診

4か月児健診
  9月27日（金）　令和6年  5月生
10月25日（金）　令和6年  6月生

8か月児健診
  9月20日（金）　令和5年12月生
10月18日（金）　令和6年  1月生

1歳児すくすく相談
  9月30日（月）　令和5年  8月生
10月28日（月）　令和5年  9月生

3歳児健診
  9月  5日（木）　令和3年  7月生
10月  3日（木）　令和3年  8月生

1歳6か月児健診
  9月11日（水）　令和5年  2月生
10月  9日（水）　令和5年  3月生

2歳6か月児歯科健診
  9月19日（木）　令和4年  1月生
10月17日（木）　令和4年  2月生

2歳児歯科健診
  9月25日（水）　令和4年  7月生
10月23日（水）　令和4年  8月生

■問 □本 健康づくり課保健指導係（☎内線1174）
■時 午後1時～2時　　■場 安中市保健センター

子育て・教育 child rearing・education

※お子さんや家族（保護者・きょうだいなど）で7日以内に37.5度以上の熱や咳・鼻水・下痢などの症状がある
場合、水ぼうそうやおたふくなどの感染が疑われる場合は別の日程に変更してください

支給対象児童

所得制限

支給月額

（児童1人あたり）

支払回数

第3子以降の

要件

　変更前（令和6年9月分まで）

中学校修了までの児童

所得制限限度額以上で特例給付

所得上限限度額以上で支給なし

・3歳未満：15,000円

・3歳から小学校修了まで

　第1子、第2子：10,000円

　第3子以降：15,000円

・中学校修了まで：10,000円

・特例給付：5,000円

年3回（2月・6月・10月）

年度末（翌3月31日）時点で18歳

までの子のうち、3番目以降

  変更後（令和6年10月分以降）

高校生年代※までの児童

なし

・3歳未満

　第1子、第2子：15,000円

　第3子以降：30,000円

・3歳から高校生年代

　第1子、第2子：10,000円

　第3子以降：30,000円

年6回（偶数月）

年度末（翌3月31日）時点で22歳

までの子のうち、3番目以降

※高校生年代：15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで

制度の詳細は
こちら

■申 ・■問 □本 子ども課子ども育成係（☎内線1161）
　　　□松 住民福祉課福祉子ども係（☎内線2153）


